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医療倫理の新しい視点

医の倫理の論理 一一一一

明治鋪灸大学前学長

水越 治

まえおき

最近医療関係者に対する倫理!の外圧がつよい.

医学は他の領域と異って，人閉そのものを対象と

するため，医師や医療関係者は技術提供だけでは

なく.それぞれの人に豊かな人格と人間性が求め

られることは当然である. しかしながらこの様な

ことはヒポクラテスの時代からいわれていること

で，医療関係者にとっては「何を今更」という感

じがなきにしもあらずである しかしこの様に考

えることは、重要なことを見逃しているもので、

我々が気がついていないところに時代的な問題が

あるように恩われる 倫理問題は最近の医学界で，

しばしば取り上げられているが， 納象論に傾きや

すく，その由来や基盤を抜きにして具体的行為と

して理解することは意外にむつかしい また倫理

の専門家，主と して哲学関係の人々の意見も守現

在の医学の現場の理解にずれがあるため，話がか

み合いにくい. 流行語になっているインフォーム

ド・コンセントにしてもその受け止め方は必ずし

も充分とはいえない. 日常の一般的医療行為から

脳死と移植や遺伝子に関したものなとの先端的な

領域まで医療倫理が大きな問題を鐙げかけている

とき曾分散する倫理問題の考え方をまとめて理解

する方策を改めて整理しておきたい.

倫理という語はラテン語の ethos (エトス) , 

英語の ethics (エシックス)の日本語として明治

時代になって使用されたものである 日本語では

類似語として道徳なる言葉があって，最近まで

般的にはこの方が多用されていた.道と徳の語は，

古事記に並列古れて記載されているごとく ， 日本

では古い語であるが， この道徳の語は morality

(モラ Jレ)の訳語としても通常使用されている

エトス(徳性)はロゴス(Jogos，理性，知性) , 

パトス (pathos，感性)などのラテン語とともに，

人間を理解する原則となるギリシャ語が源となっ

ている 英語における ethi出と morality の意味，

あるいはドイツ語における Sittlichkei t ， さらに

それらを日本語と してどのような訳語を使用する

かなどについて若干の問題はあるが，現在の日常

社会では同じ意味にとっても支附はあるまい.

倫理の言葉の意味は表現しにくいが， I人聞が

わきまえなければならない行動基準で， その基準

は法律や文書にかかれているものではないJ (寺

沢〉という表現はわかり易い この後段の意味に

はそれぞれの人の内面的に心得るべきという意味

で，外から!形轡を与える規範の窓味をもっ moral

ity , Sittlichkeit と若干異なることが示されてい

る この倫理の言葉の意味は. 日本人としても.

また特に医療関係者にとっても常識的なもので

「何を今更」ということになる.カントの頃には.

この倫理の尺度は変わらざる不動ものと定義され，

当時の宗教にその絶対的な基準を考えていた. し

かし一般社会では，次第にその考え方に箔抗する

概念が台頭し，時代とともに，また社会の構造の

変遷とともに変るものであるという「近代的倫理

観」として扱う考え方が受け入れられるようになっ

た それは宗教的戒律や権力者の強権を越えて

「人聞は生まれながらに平等であって ， すべて人

間は倫理主判断を行う平等の権利を持つ」という考
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え方. rそれぞれの個人が倫理判断を行うにあたっ

て，その基準とする倫理的見解は，それぞれの社

会で歴史的に変化する」というものである.カン

トの時代の概念、を念頭におくとき. r何を今更」

ですまされることになるが，時代とともに変化す

るとなると句現在の討会一般の考え方の基準がど

のように変化しているのかを常に認識し，改めて

是非を判断しなければならない.医師をはじめと

する医被関係者は，昔ながらの倫型!の心構えをも

つことを常に意識してきたために，かえって変化

しつつある近代的倫理観に気がつかず，倫理問題

が改めて求められると困惑をかくせないように見

える.

このような問題は，単一の因子で大勢が決めら

れていくものではない この社会を形づくる多く

要素の糸がからみ合ってできているようで，その

分析には幾つかの糸にほくして考える必要があ

る

中世の倫理の考え方から，現在とのような成 り

行きで.どのように変化してきたかを知ることが

必要になるが，今日のごとく世の中の進歩が早く，

また構造が複雑化していると，幅鞍した変化の糸

をほぐすことは容易でない. しかしいくつかの視

点に分けて考えると理解しやすいのではないかと

思う そして分けられたこれらの要素は，それ単

独では社会に大きな影響を与えることは出来なかっ

たであろうが，総合されることにより動かしがた

い時代の風潮lを築きあげ， この時代の考え方に大

きな影響を与えていることが伺える.またその各々

の視点から重要な医療倫理のための判断根拠にな

るキーワードが誘導される.

し 「人類社会の成り立ちJ からみる視点

地球は約46億年前に誕生した宇宙の崖であるー

その時期を l 月 1 日として，現在を12月 31日とし

て計算する方法がよく引用されている.蛋白質の

合成. DNAの形成による生命が生まれたのは 2

月中頃，そしてそれが動物と植物に分化したのが

9 月末頃とされている 人類が誕生したのは12月

31 日の午後 6 時頃になる.最近の自然人類学によ

ると，それは今から約400万年前である，今日。

人誌iが地球上のそれぞれの場で， 集団社会を形成

しているが，人類の誕生と進化，人類の有するべ

き条例.集団社会の形成の必然組などロマ yに満

ちた興味のある謀屈を含みながら.長い人類の歴

史が刻まれてきた.

人類がその存在を継続するために，本能的 ( D

NA的〕と知的(経験学習的)な工夫をこらして

今日に至るが，そのためには集団の形成が欠くべ

からざるもので，それに伴って 「集団社会の秩序

のためのJレール」 を必要とした これが人間の

「習わしJ r習慣J r伝統J となり. ethos の概

念の誕生となった それが ethi田となって，前

述のごとく明治以後に日本語の倫理が使用される

ことになる したがってこの概念は集団社会にお

けるコンセンサス(討会的合諒)の意味にも通じ

る.たとえば，現在脳死問題に関係して . r脳死

を人の死としてよいか」の肯否が問われているが，

死として扱うことの社会的合意が形成されている

か，また合意形成の手段は何かなとの論議の原点

になる.また別の次元で，専門職 (prof.田sion)

の倫理として，専門職の「裁量都」はこの 般的

な相会的合意の範聞を越えられないという制約に

も迷係することになる.

ヨーロ ッパでは，中世まで倫理のよりどころは

権力者の意向や宗教的な基準で支配されていた

しかし文明の進歩とともにこの考え方は，最近の

数十年の悶に著しく修飾され，倫理の尺度は変化

L. 全ての人は平等であるものとした「近代的倫

理観」に修正されてきた したがって，ここでは

「倫理」の由来と「近代的倫理観」として発展し

た内容をキーワードとして理解する必要がある

2. r社会構造の進歩変遷」からの視点

人類の集団社会の形成は，原始的なl時代から行

われているが，有史時代以後，札時上のそれぞれ

の場所で国家としての単位で歴史がつくられてい

る.現在でも，封正II社会的な梢造が保たれている

ところも少なくないが.世界の大勢は近代社会と

しての自由社会へ4展するとともに，デモクラ シー
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の思想が定者 l. 個人の尊重と平等が強く求めら

れる時代に向いてきた，同じ人間が強者と弱者に

区分されてきた矛盾がようやく是正される時代に

達したわけである

この様々 な国の体制の変化と人権尊重の思忽は，

国家や相会の制度の変1草だけで起こりえたもので

なく ， 背景において句者しい科学や工業技術の進

歩があり ι それに従って後述のごとく 旬 新たな様々

な課題が生じてきたことなとの全てのことが重な

り今目的社会槻念を形成したことになるー

結果として， この視点では. I個々の人権の尊

重」 と 「平等」というキーワ ー ドが生まれること

になる それとともに， さらにその延長絹Uこでは，

未解決の新たな課題として 「値lの尊重J と「普遍

的対応(法的対応など) J の調整というさらに次

の宿題，例えば“ある人の死の症状条件が他の人

では死でないというようなことがあり得るのか"

のごとき問題を提起することにもなり.医療領岐

にかなりの混乱を与えていることは理解できょ

っ

3. I科学技術の進歩による文明社会の形成J の

視点

科学技術の進歩は.人類社会に著しく貢献し

人々を絡橋にした. ただし 方では科学技術の普

遍化は公害問題を通じ「環境権」や「健康権」 な

どの言葉と概念が生れる端緒となった.そして公

害から守る意味での弱者の保護と人権の擁護の主

張につながった面も無視できない \960年代の人

権運動や消費者運動はその一つで， 単に反体制l連

動と切り捨てられない側面がうかがえる.これに

従って企業倫理や行政のû任などが改めて問われ

ることになり，また一方では「人間とは何か」

「生命とは何かJ I生と死の定義J I自然と人間

の関係」な ど従来触れなかった課題が，文化人類

学と ， 分子生物学などによる先端的な自然人類学

による新しい科学的な知見の尺度の上で真剣に論

議され. I生命科学」や 「パイオ エ シックス」な

どの概念が流動的ながら浮上し，新たな倫理観を

求めること に繁った.

また時期を同じくして守医学界では移植技術が

成熟し，また人工呼l以器の弘逗的応用が可能になっ

て，それまで取扱上問題にならなかった悩死とい

う症状に接するなど，死の概念の再整理， 臓器の

受渡の基本コンセプトなどについて， 倫理上の問

題として緊急的に整理しなければならない時代に

なり，様々な新たな論議を喚起したことも見逃せ

ない

科学技術の進歩は， 人間社会を豊かにしたこと

は事実であるが，文明はあまりにも多くの便利な

ハードとソフトなとを造り過ぎたようである 文

明の成熟度が途上国的なレベルの状況では，限ら

れた商品対象の価値を判断する人々の考えは均ー

であるが，先進的な社会椛造になると ， 提供され

るハードとソフトの種類が多くなるため，それら

を必要とするか否かの価値観は多様化せざるを得

ない.これはカオス的な不均一社会とよばれるが.

そこでは価値を自由に選択することが常識になる.

これらは 「弱者の擁護」や「生命の尊厳. SOL 

(Sanctity 01 Lile)J. I生命の質. QOL (Qualｭ

ity of Life)J を考慮しながら，多様化した価値

観からそれぞれに適した「伽値の選択」というキー

ワ ー ドをもたらせる 医療技術に関することもそ

の例外となりえない

4. I専門職 profe叩on の倫理」視点

論理実証的。 分析的な近代科学は，その宿命と

して，学問体系においても，それを担当する人に

おいても，専門細分化することを通じて進歩した.

したがって，弁護土や医師などのごとく ， 専門職

でなければ解らないものが多くなってきた この

ような専門職が一般国民と接するとき，強者と弱

者の特殊な相互関係が生れる 医師が強者で患者

が弱者の立場におかれる . I症状を説明しでもわ

かるまいから， まかせなさしリ「おまかせいたし

ます」にみられる診祭室における会話は， 今まで

はそれなりの関係で常識的に成り立っていた 前

述のキー ワ ード と並べると，医療において も弱者

としての患者を尊重し， それを踏まえて具体的に

対応しなければならない 患者はひとりひとりが
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自分の「生命の質J をどのように選ぶかについて，

自己が選択し決定する時代になると，上記の単純

な会話に，情報提供と納得同意の7'ロセスが挿入

される必要が生じる.

このような様々な課題が総合され.近代的倫理

観の形成につながり，その一部として.新しい医

療倫理の概念が創造されたことになる 1972年に

アメリカの病院協会が 「患者の権利章典に関する

宣言」を発表した所以もこの様な基盤の上にあ

る.

これらの結果， I患者の医療技術の選択権」や

「拒否権」の概念を生じ，医療に対する「患者の

自己決定権」なるものが定者しはじめる これに

対時する医療専門職の白白と賞任 (裁量権〕をこ

えて.強者としての医師は.弱者としての患者の

ために，以前には考えられなかった対応をしなけ

ればならなくなったわけである.したがって，こ

こでは「患者の権利j， I患者の人権の保護」な

るキーワードが生れ， さきの「個の尊重J ， I価

値の選択J ， I患者の自己決定権」などが総合さ

れて 「患者の治療法の選択権」の思想が誘導され

てきたことになる その結果.患者が自己決定を

するに必要な「情報の提供と説明.これに伴う納

得と同意」すなわち「インフォームド・コンセン

ト(informed consent) J なるものが具体的に定

着し始めた.

このようなインフォームド・コ ンセントの様々

な由来を考えると，予想以上の重さを感じざるを

えない.現在の医師および医療関係者はこの経過

と意味を充分に理解することが必要である

5 ，日本人のものの考え方

この時代の求める新しい医療倫理は出界の流れ

として受け止めることができる しかしながら，

ここに重要な問題が残されている 日本人のもの

の考え方(国民性，国民感情)は特殊な位置にあ

り，世界の流れが日本においてそのまま適合され

るかとの懸念である.

欧米人にみられる単一宗教性と日本人のもつ多

宗教性もしくは没宗教性， 心身( IたましいJ と

「肉体j)についてのこ元論と一元論， 自然に対

する人間と自然の中の人間の考え方，死生観の深

さに対する日本の稀75iさ等々日本人の文化的背最

は欧米人のそれと著しく異なる.例えば欧米で主

強されてきた自己決定縦も日本の医療の現状では，

家族の意思に委ねられることが多い目 だからといっ

て近代的倫理観に基く医療倫理は日本になじまな

いとすることは危険であろう，最近のごとく地球

上の交流が頻繁になると、それぞれに奥る文化は

急速に均一化する方向に向う.また異文化を容易

に受容するのも日本人の特色である 今，日本で

若干奇異に感ずるものも確実に欧米と同じ目標に

近ずくものと考えるべであろう.

おわりに

ここに取上げたキーワードを総合すると，現在

の医療提供者は今までと異なった態度で医療に接

することが求められていることが理解されよう.

倫理というものは抽象的なもので内面的な「心構

え」というような軽い気持でとらまえてはならな

いものになっていることを注目すべきである 今

までこのようなものは形市上学(metaphysics) 

の一部と位置づけ.自然科学と対比して取り扱っ

ていたが，今まではこの程のものは自然科学を担

当するもの自身が学問体系のなかで近代的倫理観

にしたがう新しい時代の具体的内容を組み込み，

医療という応用面で具体的な行動として示さねば

ならない時代である 医療倫理の基本思想を踏ま

えておかないと，如何に医療技術の各論対応が充

分であっても，その根拠を問われるとき，医療の

体系はくずれかねない.これは自然科学としての

ドイツ医学を移転した日本医学の根の浅さと表現

することが可能かも知れない.

最後に東洋医学に関して重要な問題がある 目 患

者が納得するために行う説明の具体的な方法とし

て， I患者が理解する言葉で情報を提供する」こ

とが示されている 医学そのものが一般には理解

しにくいからであるが，とくに東洋医学では特殊

な用語が使用され，またその考え方は現在の全て

の人が理解の寄り所とする科学の概念と 致しな
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いものが多い 東洋医学用語でインフォームド・

コンセントが成り立っか疑わしい インフォーム

ド・コンセン卜が成り立たなければ医療行為とな

り得ない時代になる この辺りにも東洋医学の科

学的な裏付けが急を要する理由がある.

日々の診療に関与するものは，このような問題

に目を背けないことが重要であろう
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